
  
 

 個人 団体

 

対
象
者

市内在住の小・中学生、高校生、義務教育学校生で、
前年度に国際大会に予選会を経て出場した人及び全国大
会 8 位以内に入賞した人。かつ、高い向上心を有し、将
来トップアスリートとして輝きたい人。

　市内に活動拠点があり、所属する子どもが、国際大会
出場又は全国大会 8 位以内に該当し、競技指導を実施
している団体。ただし、学校における部活動を単位とす
る団体を除く。

 

補
助
対
象
経
費

　今年度のスポーツ活動のために要する経費とする。対象者である子ども及び団体に所属する子どもの競技力の向上
に資すると認められるもので、詳細は次のとおりである。 

 

 

補
助
金
の
額

1人につき補助対象経費の2分の1以内の額として、前年
度の競技実績に応じた額を上限とする。ただし、補助対象
経費のうち消耗品費の補助金の額は15,000円を上限とす
る（補助対象経費30,000円の2分の1）。 

 

1 団体につき補助対象経費の 2 分の 1 以内の額として、
前年度の競技実績等に応じた額を上限とする。ただし、
補助対象経費のうち消耗品費の補助金の額は 25,000
円を上限とする（補助対象経費 50,000 円の 2 分の 1）。 

 

 

申
請
方
法

次の書類をスポーツ振興室に提出してください（おもて面下方記載）。 
書類は三条市 HP からダウンロードできます。 
※様式が昨年度と変更となっていますので、昨年度の様式は使用しないでください。 

☑　申請書 ☑　　　 　競技力向上計画書　　　☑　収支予算書　[記入例は市 HP] 
☑　前年度の競技実績を証する書類（予選会の結果がわかる書類を含む）　 

例. 賞状、大会 HP 画面、新聞記事の写し等 
☑　対象者が個人かつ団体競技の場合は、当該大会中に選手として試合をしたことがわかる書類 

例. 選手氏名記載のスコア表、所属団体のサイン、大会中の写真等 
☑　対象者が団体の場合は、団体規約や役員名簿等、活動状況がわかる書類 
☑　その他市長が必要と認める書類

 申
請
締
切

令和８年５月７日（木）午後５時必着

 補助対象経費 補足説明
 報償費 

専門的な技術指導を受けるために要する謝礼等の経費
外部の講師に支払う授業料、月謝、謝礼金等

 旅費 
(1)競技大会や練習会に参加するために要する交通費及

び宿泊費 
(2)オリンピック競技大会に準ずる国際大会を観戦する

ために要する交通費及び宿泊費

(1)公共交通機関利用料金 
(2)レンタカー料金 
(3)タクシー料金 
(4)有料道路料金 　 　(6)私有車の車賃 25 円/km 
(5)駐車場料金　　　　(7)宿泊費

 負担金 
　(1)競技大会や練習会に参加するために要する参加費 
　(2)オリンピック競技大会に準ずる国際大会を観戦するために要する観戦料

 消耗品費 
競技に必要な道具を購入するために要する経費

競技力向上に資するものに限定する。 
ユニフォーム、シューズ、ラケット又はグローブ等

 その他市長が適当と認める経費

 
前年度の競技実績

補助金の 
上限額

 国際大会出場又は全国大会3位以内 500,000円
 全国大会8位以内 200,000円

 
前年度の競技実績等

補助金の 
上限額

 国際大会出場又は全国大会 8 位以内 300,000 円

提出された申請書類の審査を行った後に、6月中旬～下旬に補助金の"交付決定"または"不交付決定"通知書を郵送しま
す。以降、本事業の流れはホームページに掲載しております。補助金の"交付決定"を受けた申請者には適宜案内を郵送しま
す。

※　学校の部活動のために要した経費については補助対象経費としないものとする。

三条市 HP

さんじょうトップアスリート支援事業補助金　要項

※　対象者多数の場合は補助金の額を調整する。 
※　全ての大会において、予選会を経ずに出場できる大会、親善又は交歓を主目的とする大会及び招待出場する大

会を除く。

※　下線部分について、昨年度と変更となりましたので、申請の際は対象者として該当しているか、今一度御確
認ください。


